
①遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の使用承認（第一種使用
規程の承認）について

開発者、輸入者等

使用規程並びに生物多様
性影響評価書等の策定

使用規程の承認申請
（生物多様性影響評
価書等を添付） 学識経験者からの意見の

聴取

承認した使用規程及び適
正使用情報の公表

内容及び方法に応じ国民
からの意見の聴取（パブ
リックコメントの実施）

野生動植物の種又は個体
群の維持に支障を及ぼす
おそれがある影響等の生
物多様性影響が生ずるお
それがないと認めるとき
は承認

適正使用情報の策定

農林水産大臣

環 境 大 臣

＋

＋

承認又は拒否の通知



②第一種使用規程の承認を受けた遺伝子組換え生物等（農林水産分野）
の使用について

立入検査

承認を取得した開
発者、輸入者等

適正使用
情報の提
供

情報収集
の結果

使用者（栽培
農家等）

情報収集の実施

情報収集結果等
の報告

情報提供の請求
使用規程の変更、取り消し
報告徴収
措置命令

農林水産省職員及び農林水産省独立行政法人は農
林水産大臣の、環境省職員は環境大臣の指示により
立入検査を実施

立入検査
報告

農林水産省関係独立行政法人

・農林水産消費安全技術セ

ンター

・種苗管理センター

・家畜改良センター

・水産総合研究センター

農林水産省

・本省職員

・植物防疫所

・動物検疫所

等

農林水産大臣

環 境 大 臣

立入検査の内容

① 承認された遺伝子組換え作物等が使用規程どおり生産・

流通されているか書類及びＤＮＡ検査

② 未承認遺伝子組換え作物等の生産・流通が想定される場

合、当該事実の確認のための書類及びＤＮＡ検査

＜独立行政法人による検査対象のイメージ＞

・農林水産消費安全技術センター（食品として流通している組

換え農作物、組換え生物利用飼料、組換え生物農薬等）

・種苗管理センター（組換え農作物の種子等）

・家畜改良センター（組換え家畜、組換え飼料作物の種子等）

・水産総合研究センター（組換え魚類等）

環 境 省

・本省職員

・地方環境事務所

使用開始後の情報収集
等の実施



生物検査命令の発出

登録検査機関の登録申請受理

審査結果に基づく登録

報告徴収、立入検査

輸入者

生物検査対象生物の輸
入に際してはその都度
届け出

届け出

登録検査機関

生物検査の申請

生物検査結果の通知

生物検査結果を受領後、
流通

生物検査命令

生物検査の申請、対象
生物の保管等

報告徴収
立入検査
措置命令

生物検査の内容

１．輸入時の立入検査の結果等から輸入時に未承認遺伝子組換え生物等が混入する可能性
が高い場合等において主務大臣が生物検査対象生物を指定。

２．輸入者は輸入の都度主務大臣に生物検査対象生物の輸入の届け出。

３．主務大臣は輸入者に対し登録検査機関又は国による検査（輸入品に未承認遺伝子組換
え生物等が混入していないかの検査）を命令

生物検査対象生物
の指定

登録検査機関

③遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の生物検査について

生物検査対象生物の指定

→輸入時に未承認遺伝子組換

え生物が混入する可能性が

高い場合等に指定

農林水産大臣

生物検査結果の報告

生物検査の実施（国又は登録
検査機関）

登録申請

登録

農林水産大臣

農林水産大臣

報告徴収
立入検査



環境中に遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するための措置（拡散防止措
置）が省令で定められている場合（当面農林水産分野では定める予定なし）

拡散防止措置が省令で定められていない場合

農林水産大臣

環境大臣

立入検査、措置命令

報告徴収

使用状況等の報告

農林水産大臣

使 用 者

④遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の第二種使用等について

立入検査、措置命令

拡散防止措置の確認申請

確認

確認申請書の策定

確認を受けた拡散
防止措置の実施

使 用 者

省令で定められた拡
散防止措置の実施

農林水産大臣

環境大臣



輸 入 国

（議定書締約国）

輸 出 者

輸出時の輸出国への通告

輸出時の表示義務

報告徴収
立入検査
措置命令

⑤承認された遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の輸出について

農 林 水 産 大 臣

環 境 大 臣


